
グローバルサプライチェーンにおける人権リスクアセスメント/デューデリジェンス

各地域における規制厳格化
2011年3月、国連人権理事会における「ビジネスと人権に関する指導原則(指導原則)」が承認
2022年2月、欧州委員会が人権・環境デューデリジェンスの義務化指令案を発表
2022年4月、東京証券取引所によるESGを含む非財務価値情報が重要視する等、コーポレートガバナンスの改定を実施
2022年9月、日本政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定

人権リスクアセスメント/デューデリジェンスサービスの概要

現状分析（現地調査を含む）

是正実行

サプライチェーン可視化・負の影響分析
 サプライチェーン可視化
 人権リスクアセスメント
 オンサイト人権リスク調査
 人権リスクマトリクス構築支援

予防・是正アクションの実行
 人権コンプライアンス体制強化
 人権ポリシー策定支援
 サプライチェーンへの是正対策支援
 教育・研修の実施

是正実行状況の確認・情報開示
 モニタリング体制構築支援
 オンサイト人権リスク継続調査
 継続教育・研修の実施

人権遵守にかかわる方針・体制
 中長期ロードマップ策定と実行支援
 通報窓口設置・運営
 情報開示支援

継続監視

中長期ロードマップ

グローバルサプライチェーン
における急激な状況変化

SDGsやESGに関して投資家の
人権侵害への意識の高まり

世界中で人権侵害事案が
発生・企業への責任が問われている

非財務情報に対する
開示義務など法規制化が進む
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SDGsやESGの浸透を受け、サプライチェーン全体を通じた環境問題、人権尊重、労働環境の改善に取り組むことが求められてきてい
ます。欧州では既にサプライチェーンにおける人権リスク対策の法制化が進んでおり、日本でも政府、経済界、株式市場等からの要求
が高まっています。自社の事業活動、製品やサービスが意図せず人権侵害を助長している事が判明し、社会で認知されるとグループ
会社や一次サプライヤー・ベンダーのみならず、二次以降のサブサプライヤーやサブベンダーを含めたサプライチェーン全体に対して企業責
任が問われるようになってきています。
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グローバルサプライチェーンの可視化と人権リスク分析を現地調査を含めて実施し、是正アクションの実行、モニタリング活動などを中
長期的視野で継続的に支援します。

サプライチェーン上の人権問題に対する企業責任
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ご提供事例

人権リスクに関する実績・経験と国内の多国籍・バイリンガル人材、グローバルネットワークに基づいたサービス提供事例

取引停止・調達不能・工場におけるストライキ等のリスク

当局の監視対象となるリスク

人権侵害による訴訟・損害賠償金等のリスク

企業・ブランド・IP・商品イメージの低下による顧客基盤へのダメージ等リスク

不買運動による売り上げ減少、収益性の悪化、資金調達難化等リスク

企業イメージの低下による人材流出・人材採用難化等事業継続リスク

投資家に与える印象・株価低下リスク

金融機関の評価の低下による資金調達難化リスク

ビジネスリスク

リーガルリスク

レピュテーション
リスク

ファイナンシャルリスク

人権侵害による事業に対する負の影響の例

人権リスクが顕在化すると、サプライチェーンに留まらずビジネス全体に負の影響を及ぼします。

 グローバルサプライチェーンの可視化支援（顧客、サプライヤー、ベンダー等）

 国内外におけるサプライチェーン（顧客、サプライヤー、ベンダー等）に対する人権リスクアセスメント

 各国法規制を基礎とした人権リスクチェックリスト策定と各国訪問によるオンサイト調査、各国メン
バーファームと各国言語での協働調査

 人権リスクマトリクス構築支援、中長期ロードマップ策定支援

 外国人労働者を含む、国内法規制に関する人権リスク、ハラスメント等顕在化、潜在的人権リス
クの調査・アセスメント等

オンサイト調査提供例
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